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校
内
暴
力
や

学
級
崩
壊
が
当

局
の
手
に
負
え

な
く
な
り
、
識

者
の
評
価
能
力
を
超
え
る
状

況
に
あ
る
。
大
阪
が
ト
ッ
プ

で
全
国
平
均
の
倍
の
件
数
で

あ
る
が
、
無
論
大
阪
だ
け
の

問
題
で
は
な
い
。
課
題
は
教

育
現
場
だ
け
で
な
く
、
児
童

青
少
年
全
体
に
広
が
り
、
日

本
だ
け
で
な
く
深
刻
さ
の
程

度
と
内
容
は
違
っ
て
も
共
通

の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
背
景
に
は
１
９
９
１

年
の
ソ
連
解
体
以
来
、
急
速

に
増
大
拡
大
し
た
地
球
的
な

貧
富
の
格
差
と
貧
困
が
あ

る
。

　

教
育
崩
壊
の
背
後
に
は
労

働
市
場
の
劣
化
と
そ
れ
に
伴

う
家
庭
崩
壊
が
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
修
正
資
本
主
義

で
し
の
い
で
き
た
体
制
が
過

去
20
年
間
に
、
金
融
資
産
の

極
端
な
富
裕
層
へ
の
偏
在
か

ら
金
融
危
機
を
呼
び
、
国
家

財
政
の
破
綻
に
対
し
て
増
税

と
教
育
福
祉
予
算
の
削
減
に

し
か
対
応
策
を
見
つ
け
ら
れ

ず
、
飽
食
と
飢
餓
の
並
存
と

い
う
現
実
が
い
た
る
所
で
恒

常
化
し
て
い
る
。

　

教
育
崩
壊
は
こ
れ
ま
で
格

差
社
会
の
歯
止
め
に
な
っ
て

い
た
日
本
の
中
間
層
が
貧
富

二
層
へ
分
離
し
て
い
く
危
険

な
前
兆
で
あ
る
。

今日の数字

536万人
　ギャンブル依存症の疑いがあ
る人の数。厚労省調査から。カジ
ノ解禁より対策強化こそ必要。

に
、
要
支
援
者
の
サ
ー
ビ
ス

は
企
業
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
も
担
う
こ
と
に
な

る
。
政
府
の
方
針
に
、
地
方

の
視
線
は
冷
や
や
か
だ
。
２

３
９
の
議
会
が
「
市
町
村
に

受
け
皿
は
な
く
、
地
域
格
差

が
生
じ
る
」
と
の
意
見
書
を

国
に
提
出
、懸
念
を
示
し
た
。

　

医
療
・
介
護
総
合
法
で
打

ち
出
さ
れ
た
介
護
の
切
り
捨

て
は
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な

い
。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
入
所
を
要
介
護
３
以
上
に

制
限
し
、
一
定
所
得
者
の
介

護
保
険
利
用
料
を
２
割
に
引

き
上
げ
る
。
特
養
の
待
機
者

は
現
在
、52
万
人
。
そ
の
う

ち
、34
％
を
占
め
る
要
介
護

１
・
２
を
対
象
外
に
す
る
。一

定
所
得
の
要
件
は
所
得
１
６

０
万
円
以
上
（
年
金
収
入
２

８
０
万
円
以
上
）
で
、
低
所

得
で
も
預
貯
金
が
単
身
で
１

千
万
円
以
上
あ
れ
ば
施
設
の

居
住
費
・
食
費
を
補
助
し
な

い
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　

介
護
の
費
用
負
担
に
耐
え

ら
れ
な
け
れ
ば
、「
お
泊
り

デ
イ
」
な
ど
を
漂
流
す
る
事

態
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に

な
る
。
必
要
な
ケ
ア
を
受
け

ら
れ
ず
に
重
症
化
す
る
高
齢

者
が
増
加
す
る
こ
と
は
目
に

見
え
て
い
る
。

 

（
つ
づ
く
）

源
も
活
用
し
な
が
ら
、
在
宅

生
活
の
限
界
点
を
上
げ
る
」

と
し
、
公
的
保
険
を
抑
制
し

な
が
ら
在
宅
患
者
の
増
加
に

対
応
す
る
と
い
う
。

　

そ
の
た
め
に
医
療
・
介
護

　

地
域
包
括
ケ
ア
は
、「
30

分
以
内
に
医
療
・
介
護
・
保

健
・
福
祉
・
住
ま
い
が
提
供

さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

だ
。
構
想
自
体
は
支
持
で
き

る
も
の
だ
が
、
住
民
本
位
の

地
域
包
括
ケ
ア
は
絵
に
描
い

た
モ
チ
に
終
わ
る
可
能
性
が

高
い
。

　

核
と
な
る
の
が
、
市
町
村

ご
と
に
設
置
す
る
「
地
域
ケ

ア
会
議
」
だ
。「
公
的
サ
ー

ビ
ス
の
み
な
ら
ず
社
会
的
資

し
て
、
受
け
皿
に
「
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
を
つ
く

る
こ
と
を
表
明
し
た
。「
自

立
し
た
生
活
」
と
は
、
医
療

や
介
護
な
ど
の
公
的
保
険
を

極
力
使
わ
な
い
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。

　

入
院
病
床
の
再
編
・
縮
小

な
ど
で
川
上
（
病
院
・
施

設
）
か
ら
押
し
出
さ
れ
た
患

者
は
、
川
下
（
地
域
・
在

宅
）
で
診
る
こ
と
に
な
る
。

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会

・
デ
ス
＝
死
の
質
）
を
高
め

る
」
と
強
調
し
て
い
る
。

　

政
府
は
、
社
会
保
障
プ
ロ

グ
ラ
ム
法
で
「
地
域
の
実
情

に
応
じ
て
、
高
齢
者
が
自
立

し
た
生
活
を
営
む
」
体
制
と

議
の
報
告
書
で
は
、
在
宅
で

の
医
療
・
介

護
や
看
取
り

が
「
Ｑ
Ｏ
Ｄ

（
ク
オ
リ
テ

ィ
ー
・
オ
ブ

価
や
人
件
費
の
切
り
下
げ
、

利
用
者
負
担
増
で
対
応
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厚
労
省

の
担
当
者
が
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
す
れ
ば
人
件
費
は
安
く

な
る
」
と
話
し
て
い
る
よ
う

総
合
法
で
は
、
要
支
援
者
１

・
２
の
訪
問
・
通
所
サ
ー
ビ

ス
を
介
護
保
険
か
ら
除
外

し
、
市
町
村
の
事
業
へ
の
移

管
を
決
定
。
介
護
費
用
の
総

枠
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
市
町
村
は
サ
ー
ビ
ス
単

基基  

軸軸
危
機
に
瀕
す
る

危
機
に
瀕
す
る

医医  

療
・
介

療
・
介  

護護
❺❺

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会　

寺
尾
正
之

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会　

寺
尾
正
之

「
死
の
質
」決
め
る
地
域
ケ
ア

費
用
負
担
耐
え
ら
れ
ず〝
漂
流
〞も

専門家がおこたえします

室相 談各 種
税務相談税務相談

【日時】９月17日（水）午後２時～５時
【担当】中谷光之 税理士

相談料は無料、会場は保険医会館１Ｆです｡

雇用相談雇用相談
【日時】９月18日（木）午後２時～４時
【担当】桂好志郎 社労士

法律相談法律相談
【日時】10月６日（月）午後２時～４時
【担当】西晃 弁護士

研
究
会
が
改
定
案
を
取
り
ま
と
め

大
阪
府

　

大
阪
府
は
、
府
下
の
市
町
村
長
ら
で
つ
く
る
「
福
祉
医
療

費
助
成
制
度
に
関
す
る
研
究
会
」
を
８
月
８
日
に
開
き
、
子

ど
も
医
療
費
助
成
の
対
象
年
齢
の
拡
充
案
を
示
し
た
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
「
中
間
と
り
ま
と
め
」
を
同
20
日
に
公
表
し

た
。
案
は
、
①
小
学
校
就
学
前
②
小
学
校
卒
業
③
中
学
校
卒

業
―
―
の
三
つ
を
提
示
。
３
歳
未
満
を
対
象
に
し
た
全
国
最

低
の
現
行
制
度
（
通
院
）
の
改
善
へ
踏
み
出
す
意
向
だ
。
協

会
や
市
民
団
体
は
制
度
改
善
を
求
め
る
署
名
を
提
出
し
て
お

り
、
府
民
の
度
重
な
る
要
望
を
受
け
、
府
は
重
い
腰
を
上
げ

た
。

　

研
究
会
で
は
、
子
ど
も
医

療
費
助
成
の
検
討
に
あ
た
っ

て
、「
関
係
各
方
面
か
ら
子

育
て
支
援
と
し
て
の
対
象
年

齢
引
き
上
げ
要
望
が
強
く
な

っ
て
い
る
」
と
指
摘
。
そ
の

上
で
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
と
し
て
の
乳
幼
児
医
療
の

在
り
方
や
子
育
て
支
援
に
つ

い
て
議
論
し
、
▽
対
象
年
齢

▽
所
得
制
限
▽
市
町
村
へ
の

支
援
の
在
り
方
―
―
を
整
理

し
た
。

　

対
象
年
齢
で
は
、
３
案
そ

れ
ぞ
れ
の
財
政
影
響
を
検
討

し
た
。
就
学
前
で
は
対
象
者

が
26
万
９
１
０
０
人
増
え
、

助
成
額
が
府
・
市
町
村
の
合

計
で
約
49
億
円
増
え
る
。
小

学
卒
業
で
は
68
万
９
４
０
０

人
（
同
約
１
４
４
億
円
）、

中
学
卒
業
で
は
91
万
９
３
０

０
人
（
同
約
１
９
３
億
円
）

そ
れ
ぞ
れ
増
え
る
。

　

「
中
間
と
り
ま
と
め
」
で

は
、
受
診
動
向
の
調
査
か
ら

「
総
医
療
費
、
受
診
日
数
と

も
に
、（
中
略
）
お
お
む
ね

６
歳
ま
で
に
医
療
の
需
要
が

集
中
し
て
い
る
」
と
分
析
。

対
象
年
齢
の
考
え
方
で
も
、

「
小
学
校
就
学
前
ま
で
は
、

医
療
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
の
観
点
に
合
致
す
る
」
と

の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

所
得
制
限
は
、
現
行
基
準

維
持
と
所
得
制
限
撤
廃
の
他

に
、
対
象
者
を
現
行
の
50
％

と
65
％
に
そ
れ
ぞ
れ
減
ら
す

改
悪
案
を
提
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
無
料
化
の
要
望
が

強
い
一
部
負
担
金
（
現
行
１

回
５
０
０
円
）
の
在
り
方
に

つ
い
て
は
、「
中
間
と
り
ま

と
め
」
で
示
さ
な
か
っ
た
。

　

市
町
村
へ
の
財
政
支
援
の

方
法
で
は
、
使
途
を
医
療
費

助
成
に
限
る
「
補
助
金
」

と
、
他
の
子
育
て
施
策
に
使

え
る
「
交
付
金
」
の
枠
組
み

を
議
論
。
交
付
金
を
活
用
す

る
場
合
、
子
ど
も
の
数
や
事

業
費
に
応
じ
た
配
分
に
加

え
、
成
果
や
実
績
に
基
づ
い

た
配
分
も
検
討
す
る
。

　

今
後
、
府
は
「
中
間
と
り

ま
と
め
」
を
踏
ま
え
、
市
町

村
と
の
協
議
を
経
て
、
拡
充

案
を
来
年
度
予
算
に
盛
り
込

む
方
針
だ
。

予
定
。
福
島
第
一
原
発
か
ら

15
㌔
県
内
の
楢
葉
町
・
宝
鏡

寺
の
住
職
で
、
福
島
原
発
避

難
者
訴
訟
原
告
団
長
の
早
川

篤
雄
さ
ん
が
記
念
講
演
す

る
。
他
に
書
道
・
絵
画
・
写

真
な
ど
で
訴
え
る
「
原
発
ゼ

ロ
文
化
祭
」
や
太
陽
光
発
電

の
展
示
な
ど
を
企
画
。

◆

【
日
時
】
10
月
５
日
（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時
【
場

所
】
阿
倍
野
区
民
セ
ン
タ
ー

【
参
加
費
】
資
料
代
５
０
０

円
（
学
生
・
障
害
者
は
無
料
）

　

協
会
が
参
加
す
る
「
原
発

ゼ
ロ
の
会
・
大
阪
」
は
、
10

月
５
日
に
「
発
足
３
周
年
の

つ
ど
い
」
を
阿
倍
野
区
民
セ

ン
タ
ー
で
開
く
。
同
会
で

は
、
反
原
発
の
世
論
を
さ
ら

に
広
げ
、
原
発
ゼ
ロ
の
日
本

を
実
現
す
る
た
め
に
多
く
の

参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

　

午
前
中
は
「
原
発
ゼ
ロ
活

動
交
流
集
会
」
で
各
団
体
・

地
域
の
反
原
発
の
取
り
組
み

を
報
告
し
合
う
。午
後
は「
福

島
の
現
状
を
学
び
、
新
た
な

発
展
を
め
ざ
す
つ
ど
い
」
を

原発ゼロの会・大阪

対象年齢対象年齢 所得制限所得制限 対象人数対象人数 影響額影響額

小学校　　
就学前まで

児童扶養手当基準 23万1700人 －13億円

高額療養費低位所得 30万1210人 5億円

現行所得基準 46万3400人 49億円

所得制限なし 50万9740人 61億円

小学校　
卒業まで

児童扶養手当基準 44万1850人 34億円

高額療養費低位所得 57万4405人 67億円

現行所得基準 88万3700人 144億円

所得制限なし 97万2070人 166億円

中学校　
卒業まで

児童扶養手当基準 55万6800人 58億円

高額療養費低位所得 72万3840人 99億円

現行所得基準 113万3600人 193億円

所得制限なし 122万4960人 220億円

所得制限基準額所得制限基準額 モデル世帯の所得モデル世帯の所得 対象者の増減対象者の増減

児童扶養手当基準 306万円 50％

高額療養費低位所得 357万円 65％

現行所得基準 646万円 100％

所得制限なし 110％

大阪府：福祉医療費助成制度に関する研究会「中間とりまとめ」から作成

◆府の研究会が示した子ども医療費助成拡充案（入通院）とその影響

◆夫婦と子ども２人の場合の所得制限基準額の案と対象者の増減

10月に３周年のつどい

協
会
な
ど
の
要
請
受
け

制
度
改
善
へ
踏
み
出
す

子ども医療 年齢拡充へ子ども医療 年齢拡充へ


